
  
平成 ２９ 年                                      第２１号          
１１月２８ 日                                       

１２月１日（金）～１２月３１日（日） 
① 高齢ドライバーを含む高齢者と子どもの交通事故防止  

◆ 高齢死者のうち、歩行中に亡くなられた事故は４割を占める。 
◆ 高齢ドライバーの交通事故発生の昼夜別では、昼間の発生が約８割

を占める。 
◆ 子どもの交通事故の特徴として、時間帯別は午後４時から午後６時ま

での間が約４割を占め、自宅から５００ｍ以下で起きた事故では、小学

生は約６割、中学生では約４割を占める。 
② 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の安全確保 

（特に、歩行者の反射材着用の推進及び自転車の前照灯点灯の徹底） 

③ 全席シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

④ 飲酒運転の根絶 ～飲酒運転は犯罪です！～  
車に乗れば、ドライバーはもちろん、同乗された方は必ずシートベルト、チャイルド

シートを着用してください. 

◆運転者から発見できる距離 

反 射 材A…黒っぽい服装の歩行者………25ｍくらい 

Ｂ…明るい色の服装の歩行者……40ｍくらい 

Ｃ…夜光反射材をつけた歩行者…130ｍくらい 

Ａ Ｂ 
◆ 歩行者・自転車の方は、ドライバーから

発見されやすいように 

★ 白や黄色など目立つ色の服装を着用 

★ かばんや靴・自転車に反射材をつける 

★ 懐中電灯を携帯する 

などして「見せる」工夫を心がけましょう。 

◆ 県内では１０月末現在、飲酒運転による事故が４５件（前年比＋７）

発生し、３人の方が亡くなり、５８人の方が怪我をされました。 

「しない、させない、許さない」環境づくりに努めましょう。 
飲
酒
事
故
増
加
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                                       施設の窓口に掲示するなど、必要な方々にご覧いただけるようご協力ください。 
ＦＡＸ配信からインターネットのＥ-ｍａｉｌ配信に変更のご希望があれば、 

下記にご連絡ください。 また、県警ＨＰでもご覧いただけます。 
滋賀県警察本部交通企画課 高齢者交通安全推進室 ふれあいチーム 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp ～ハガキやメールに記載されている文書の一部（例）～ 
ご連絡なき場合、執行官立ち会いの下、給料差し押さえ及び不動産物の差し

押さえを強制的に履行させていただきます。裁判取り下げなどのご相談に関

しましては職員までお問い合わせください。  
裁判を起こすと不安をあおって、電子マネーや振込等で騙し取る悪質な手

口です。絶対に記載されている連絡先へ電話しないでください！ 訴 訟 

最終告知 

～駐車場での事故が多発しています～ 
駐車枠から後退して出る

際に他の車等と衝突 バックするときは、目視で

後方の安全確認をしっか

りしましょう。 事故パターン① 
事故パターン② 

コンビニの駐車場を走行

中、ショートカットしてきた

車や自転車と衝突 「駐車場内は安全だろう」と

油断せずに、しっかり周囲の

様子に注意を払いましょう。 
事故パターン③ バック時は振り向くことで足の位

置がずれ、ペダルの踏み間違え

が起こりやすくなります。踏み込

む前にペダルの位置を確認する

ことを習慣づけましょう。 バック時、アクセルと

ブレーキを踏み間違

え、店舗に激突 


